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「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定に向けて 

 

 

Ⅰ．「国の研究開発評価に関する大綱的指針」改定のポイント 

 

（１）実効性のある「研究開発プログラム評価」のさらなる推進 

・政策目的の実現に向けて必要な活動を組み合わせた「研究開発プログラム」単位での評

価を推進。 

・政策目的達成までのシナリオを示した「道筋」を「研究開発プログラム」ごとに作成し、

「研究開発プログラム」単位での政策実施や評価の実効性を向上。 

 

（２）アイデアの斬新さと経済・社会インパクトを重視した研究開発の促進 

 ・挑戦的（チャレンジング）な研究開発の評価においては、果敢な挑戦を促進し、ハイリ

スクであることを前提とした評価を行う。 

 ・長期にわたる研究開発の評価においては、一定の期間ごとに目標の再設定や計画変更の

要否を確認する。 

・研究開発の実施主体の長のマネジメント力や体制を評価に適切に反映する。 

 

（３）研究開発評価に係る負担の軽減 

・研究開発プログラム評価を政策評価と一体的に取組むことで効率化を図るとともに、評

価結果の活用や共有を促進。 

 

 

Ⅱ．「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」改定の主なポイント（案） 

 

（１）「研究開発プログラム評価」の本格実施に向けた記載の統合・充実化 

 ・改定された大綱的指針では「研究開発プログラムの評価のさらなる推進を図る」ことが

示されているところ、現行指針の特筆事項において「試行的・段階的に進めていく」と

されている研究開発プログラム評価について、今後の本格的な実施に向けて、研究開発

施策評価に関する記載と統合。（⇒ p28～35） 

 

 ・また、研究開発プログラムを企画立案する際には、政策・施策等の目的に対し、現状が

どうなっているか、政策・施策等の目的と現状のギャップを埋める為にどんな活動を殿

順番で行うか、成果の受け手側で発言する効果・効用等を描いた「道筋」を設定する旨、

新規追加。（⇒ p28～29） 

 

 ・研究開発プログラム評価は外部の専門家等の知見などにより評価の客観性や正当性を確

保するという前提の下、自己評価を基盤とする旨明記。（⇒ p29） 
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（２）第５期科学技術基本計画等を踏まえた記載の充実化 

 ・長期間にわたって実施される研究開発においては、一定の期間ごとに目標の再設定や計

画変更の要否を確認する。（⇒ p5） 

 ・研究開発の実施主体の長のマネジメント力や体制を評価に適切に反映する。（⇒ p5、34） 

・ハイリスク研究の評価に当たっては、直接的な目標の達成度に加え、研究開発プログラ

ム全体として得られた成果の大きさなども積極的に評価するなど、ハイリスクであるこ

とを前提とした評価を行う。（⇒ p7～8） 

・研究者等の業績評価に当たっては、研究開発活動に加え、産学官連携活動、オープンサ

イエンスへの取組、国際連携等の関連する活動にも着目した評価を実施。（⇒ p53～54） 

    

（３）研究開発評価に係る負担の軽減 

・過去を振り返ることや評価対象のランク付けに注力することにとどまるのではなく、改

善策や今後の対応などに重点を置くなど、評価結果を政策・施策等に活かしていく。 

（⇒ p13） 

 

（４）その他 

・大綱的指針の内容との平仄の整理、経緯・過去のデータ等に関する記載の簡素化。 

 

 

Ⅲ．「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」改定のスケジュール(案) 

 

 平成 29 年 1 月 10 日  第 57 回研究開発評価部会にて審議 

 平成 29 年 2 月 2 日   第 58 回研究開発評価部会（予備日） 

 平成 29 年 2 月 8 日   第 60 回研究計画・評価分科会にて報告 

 29 年 2 月中旬～3月  第 57 回科学技術・学術審議会総会にて建議 

文部科学大臣決定 
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